
 見附市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則をここに公布する。 

  令和８年３月２４日 

                 見附市教育委員会教育長 渡邊 茂夫 

見附市教育委員会規則第２号 

   見附市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号｡以下｢法｣という｡）

及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号｡以下｢省令｣という｡）の

規定に基づき、乳児等通園支援事業（以下「事業」という。）の認可等について、

見附市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和８年

見附市条例第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする｡ 

（設置の認可等） 

第２条 事業を実施しようとする者は、法第３４条の１５第２項の規定により、乳

児等通園支援事業認可申請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認申請書（様式

第１号）を教育長に提出し、認可を得なければならない｡ 

２ 教育長は、前項の認可をしようとするときは、法第３４条の１５第４項の規定

により、あらかじめ、見附市子ども･子育て地域協議会条例（令和８年見附市条

例第２号）に定める見附市子ども･子育て地域協議会の意見を聴くものとする｡ 

３ 教育長は、第１項に規定する申請があった場合において、法第３４条の１５第

５項の規定により認可をするときは、乳児等通園支援事業認可証（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする｡ 

４ 教育長は、第１項に規定する申請があった場合において、法第３４条の１５第

６項の規定により認可をしないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書（様式

第３号）により、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする｡ 

５ 第３項の規定により認可を受けた者（以下｢乳児等通園支援事業者｣という｡）

は、当該認可を受けた事項について変更があったとき、又は変更しようとすると

きは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書（様式第４号）を教育長に提出しな

ければならない｡ 

（廃止又は休止） 



第３条 乳児等通園支援事業者が、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、

法第３４条の１５第７項の規定により、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申

請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書（様式第５号）を教育長に

提出しなければならない｡ 

（命令・認可の取消し） 

第４条 教育長は、乳児等通園支援事業者が法又は法に基づく処分に違反したとき

は、乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう命じる

ことができる。 

２ 教育長は、乳児等通園支援事業者が前項に規定する命令に従わないときは、期

間を定めて事業の停止を命じることができる。その際、乳児等通園支援事業者が

その命令に従わず他の方法により適正な運営が期し難いと認める場合には、認可

を取り消すことができる。 

３ 教育長は、前項の規定により認可を取り消すときは、当該乳児等通園支援事業

者に対し、乳児等通園支援事業認可取消通知書（様式第６号）により通知するも

のとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育

長が別に定める｡ 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 



 



 


